
近郊緑地保全区域とは、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られ
る首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果
が著しい近郊緑地の土地として、国土交通大臣が指定した区域のことです。 （首都圏近郊緑地保全法第３条第１項）
近郊緑地とは、近郊整備地帯内の緑地であって、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若し

くは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広
さを有しているもののことです。 （首都圏近郊緑地保全法第２条第２項）
近郊緑地特別保全地区とは、近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区（都市緑地法12条第１項）で近郊緑地保

全区域内において、近郊緑地の保全のため特に必要とされるものとして定められた地区のことです。 （首都圏近郊緑地保全
法第４条第２項第３号及び第５条第１項）

概要

（国土交通省のホームページ及び首都圏近郊緑地保全法・都市緑地法より抜粋）

近郊緑地特別保全地区に定められた土地においては、一定の行為について許可を受ける（都市緑地法）必要があります。
（国土交通省HPより）
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。（都市緑

地法第14条第１項）
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 （その他省略）

近郊緑地特別保全地区内における行為の制限

都市緑地法第３条第３項及び第４項で首都圏（１都７県）と近畿圏（２府４県）の近郊緑地保全区域として定義
しているため、制度上、道内での近郊緑地保全区域及び近郊緑地特別保全地区として定められた区域及び地区は存在し
ません。

近郊緑地保全区域の対象

10. 近郊緑地保全区域（近郊緑地特別保全地区）

収集すべき情報の説明資料（カ行）

カ-20



概要

景観計画区域とは、景観法第８条の規定に基づき、北海道景観計画によって定められた区域のことです。

（北海道のホームページより抜粋）

景観計画区域における行為の届出

景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に
届け出なければならない。（景観法第16条第１項）

一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
三 都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為その他政令で定める行為
四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い

景観行政団体の条例で定める行為
北海道への届出が必要な地域は、北海道全域が対象になっています。

11. 景観計画区域

収集すべき情報の説明資料（カ行）
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［北海道景観計画区域図］

（北海道のホームページより抜粋）

［国土交通省「国土数値情報（景観計画区域）平成26年」を
もとに加工（EADAS）］

拡大

拡大

収集すべき情報の説明資料（カ行）

カ-22

11. 景観計画区域



景観資源とは、景観として認識される自然的構成要素として位置づけられるもののことです。
景観資源としては、自然資源、人文景観資源及び地域景観資源で構成されています。
各景観資源の主な例は以下のとおりです。

・ 自然資源 ： 山岳、高原、原野、湿原、湖沼、峡谷、滝、河川、海岸、岬、島嶼、岩石・洞窟、植物・
森林、自然現象

・ 人文資源 ： 史跡・名勝、社寺、城跡・城郭
・ 地域景観資源 ： 建築物、樹木、緑地、河川、道路、橋梁

概要

（環境省のホームページより抜粋）12. 景観資源

収集すべき情報の説明資料（カ行）
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［国土交通省「国土数値情報（地域資源）平成24年度」をもとに加工（EADAS）］

（環境省のホームページより抜粋）

拡大

拡大

拡大

収集すべき情報の説明資料（カ行）

カ-24

12. 景観資源



概要

景観重要建造物とは、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な
景観の形成に重要な建造物で国土交通省令で定める基準に該当するものとして、景観行政団体の長が指定した
建造物のことです。（景観法第19条第１項）

（景観法より抜粋）

景観重要建造物における現状変更の規制

景観重要建造物に対しては、何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、
改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。ただし、
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う
行為については、この限りでない。（景観法第22条第１項）
景観行政団体の長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る行為が当該景観重要建造物の

良好な景観の保全に支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。（景観法第22条第２項）

13. 景観重要建造物

収集すべき情報の説明資料（カ行）
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［景観重要建造物の指定状況］ ［景観重要建造物］

（国土交通省、市町村及び環境省のホームページより抜粋）

（以降省略）

［国土交通省「国土数値情報（景観重要建造物・樹木）平成26年」を
もとに加工（EADAS）］

収集すべき情報の説明資料（カ行）
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13. 景観重要建造物



概要

景観重要樹木とは、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な景観
の形成に重要な樹木で国土交通省令で定める基準に該当するものとして、景観行政団体の長が指定した樹木のこ
とです。（景観法第28条第１項）

（景観法より抜粋）

景観重要建造物における現状変更の規制

景観重要樹木に対しては、何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植を
してはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要
な応急措置として行う行為については、この限りでない。（景観法第31条第１項）
景観行政団体の長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る行為が当該景観重要樹木の

良好な景観の保全に支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。（景観法第22条第２項の読み替え）
（景観法第31条第2項）

14. 景観重要樹木

収集すべき情報の説明資料（カ行）
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［景観重要樹木の指定状況］ ［国土交通省「国土数値情報（景観重要建造物・樹木）平成26年」
をもとに加工（EADAS） ］

（国土交通省及び市町村のホームページより抜粋）

（以降省略）

［景観重要樹木］

○ 景観重要樹木の検索で、該当地（区域）を表示している地図は見つかりませんでした

収集すべき情報の説明資料（カ行）

カ-28

道内の景観重要樹木でEADAS内に登録されている樹木はありませんでした

14. 景観重要樹木



概要

KBAとは、Key Biodiversity Areaの頭文字で、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域、という意味です。
世界的にみて絶滅の危機に瀕した種が生息する地域は重要という「危機性」と、ある種の存続が特定の場所に依存

している場合、その場所は重要という「非代替性」という考え方が、世界で統一された選定の基準になっています。
KBAの条件を満たしていると考えられるものの、選定の根拠となる種の分布情報が不足しているなどの理由で地域を

特定できない場合は、KBAの「候補」として記録されます。

（コンサベーション・インターナショナル･ジャパンのホームページより抜粋）

KBAと他の取り組みの関係

日本野鳥の会選定したIBAに、鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展したものがKBAです。
従って、IBAは全てKBAになります。
さらに、分布が1か所に限られる絶滅危惧種が生息している地域は、AZE（Alliance for Zero Extinction）

サイトとして世界中で把握されていますが、これもKBA
の条件を満たします。
この他、日本では選定されていませんが、植物について
の重要地域であるIPA (Important Plant Area)が
選定されている国・地域では、これも同様にKBAに含
まれます。

15. KBA（ケービーエー）

収集すべき情報の説明資料（カ行）
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